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１ 

道路や通路に面している屋根の氷雪は
早めに取り除く、軒下を歩かないよう
にしましょう。ロープや看板で落雪へ
の注意を喚起するのも有効です。 

１２月１日から翌年５月１５日までの期

間に「剱岳とその周辺」を登山する場合は、

その２０日前までに登山届を提出しなけれ

ばなりません。 

 詳しくは、富山県のホームページや

Youtube の解説動画をご確認ください。 
 

★富山県ホームページ：富山県登山届出条

例に基づく登山届の提出について

（https://www.pref.toyama.jp/1709   

/turugidaketozan_winter.html） 
 

★Youtube：積雪期における剱岳の登山

届「富山県登山届出条例」を解説 

（youtu.be/hGcXYv-tXwA） 

入善警察署 0765-72-0110 

 

高所での除雪作業時は、必ず複数人で

声を掛け合いながら実施しましょう。
ヘルメット、転落防止の命綱や安全帯
を活用し万が一に備えましょう。 

周囲に人がいないかを確認してから使
用し、説明書に記載された注意事項を
よく読み、安全な使用を心がけましょ
う。 

☑屋根からの落雪事故防止 

☑除雪時の転落事故防止 

☑除雪機使用時の事故防

令和５年 

自主返納とは・・・ 

自分の意思で運転免許証を返納する

制度です。自主返納すると自治体のサー

ビスを受けることができます（自治体に

よってサービス内容は異なります）。 

〇免許証の有効期限が過ぎている方 

〇免許証の住所が富山県以外の方 

〇免許の取消し・停止処分等の対象者の方 

上記に該当する方は自主返納できません 

詳しくはお問合せください（入善署 ☏72-0110） 


